
号

外�十四
平

成
二
十
八
年

三

月
二
十
九
日

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(
同

)

二

○
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

三

人
事
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人
事
委
員
会)
五

人
事
委
員
会
規
則

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

昭
和
二
十
七
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

左
に｣

を｢

次
に｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則(

昭
和
二
十
七
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
教
示
第
一
号
中｢60日
｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査

請
求
｣

に
改
め
、
同
様
式
教
示
第
二
号
中｢60日
｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
、
同
様
式
教
示
第
三
号
中

｢不
服
申
立
て
及
び
｣

を｢審
査
請
求
及
び
｣

に
改
め
、｢､

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
は
｣

を

削
り
、｢そ

れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
｣

を｢上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
､
当
該
審
査
請
求

に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
｣

に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中

｢60日
｣

を

｢３
か
月
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
改
め
、｢又

は
決
定
｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢不

服
申

立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
改
め
、｢又

は
決
定
｣

を
削
り
、｢禁

錮 こ

｣

を｢禁
錮
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
、
別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
十
二
号

様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
改
め
、｢又

は
決
定
｣

を

削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
、

｢

又
は
決
定｣

を
削
り
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
六
の
二

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項(

法
第
三
十
八
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
、
任
命
権
者
が
行
う
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
意

見
を
述
べ
る
こ
と
。

十
六
の
三

法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
対
し
、
調
査
を
行
う
よ
う
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求
め
る
こ
と
。

第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
四
号
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

決
定
に｣

を｢

裁
決

に｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則

目
次
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中｢

又
は
異
議
申
立
て｣

を
削
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、｢

(

審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て)｣

を
削
り
、
同
条
第
三
号
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

不
服
申
立
て｣

を｢
審
査
請

求｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
る
。

｢

第
二
章

不
服
申
立
て｣

を｢

第
二
章

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を｢(

審
査
請
求
書)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請

求
書｣

に
、｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
九
号
中｢

不
服
申

立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

不

服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

不
服
申
立
書
に｣

を｢

審
査
請
求
書
に｣

に
、｢

不
服
申

立
書
記
載
事
項
変
更
届｣

を｢

審
査
請
求
書
記
載
事
項
変
更
届｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
、
同
条
中｢

不
服
申
立
書｣

を

｢

審
査
請
求
書｣

に
、｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中｢

不
服
申
立

て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
六
条(

見
出
し
を
含
む
。)

及
び
第
七
条
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
、｢

不

服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

あ
て
て｣

を｢

宛
て
て｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立

人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、｢

又
は
決
定(

以
下｢

判
定｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、｢

不
服
申
立

て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申

立
取
下
書｣

を

｢

審
査
請
求
取
下
書｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中

｢

不
服
申
立
て｣

を

｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中｢

不
服
申

立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、

同
条
第
六
号
中｢

係
属
す
る｣

を｢

継
続
す
る｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、

同
条
第
六
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改

め
、
同
条
第
七
項
本
文
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢

不
服
申

立
て｣

を｢
審
査
請
求｣

に
、｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
中｢

不

服
申
立
人｣

を｢
審
査
請
求
人｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

不
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服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、

｢

不
服
申
立
書｣

を｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

と
も
に｣

を｢

共
に｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢

と
も
に｣

を｢

共
に｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求

人｣

に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

判
定｣

を｢

裁
決｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

判

定
は｣

を｢

裁
決
は｣

に
、｢

記
載
し
た
裁
決
書
又
は
決
定
書(

以
下｢

判
定
書｣

と
い
う
。)

で
行
い｣

を｢

記
載
し｣

に
改
め
、｢

判
定
書
に
は｣

を
削
り
、｢

記
名
押
印
す
る｣

を｢

記
名
押
印
し
た
裁
決
書

に
よ
り
す
る｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

判
定｣
を｢
裁
決｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
中｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
見
出
し
中｢

判
定｣

を｢

裁
決｣

に
改
め
、
同
条
中｢

判
定
の｣

を｢

裁
決
の｣

に
、

｢

判
定
書｣

を｢

裁
決
書｣

に
、｢

判
定
に｣

を｢

裁
決
に｣

に
改
め
る
。

第
五
十
八
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

判
定
書｣

を｢

裁
決
書｣
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
六
十
条
中｢

判
定｣

を｢
裁
決｣

に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
二
号
中｢

判
定
の｣

を｢

裁
決
の｣

に
、｢

判
定
年
月
日｣
を｢
裁
決
年
月
日｣

に

改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

判
定
書｣

を｢

裁
決
書｣

に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
第
三
号
中｢

判
定｣

を｢

裁
決｣

に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

不
服
申
立
書｣

を

｢

審
査
請
求
書｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

不
服
申
立
取
下
書｣

を｢

審
査
請
求
取
下
書｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢不
服
申
立
書
｣

を｢審
査
請
求
書
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢不

服
申
立
人
又
は
｣

を｢審
査
請
求
人
又
は
｣

に
、｢

不
服
申
立
人｣

を｢

審
査
請
求
人｣

に
、｢不

服
申
立
人
氏
名
｣

を｢審
査
請
求
人
氏
名
｣

に
、｢判

定
｣

を｢裁
決
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢不

服
申
立
書
記
載
事
項
変
更
届
｣

を｢審
査
請
求
書
記
載
事
項
変
更
届
｣

に
、

｢不
服
申
立
人
｣

を

｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢

(不
)
｣

を

｢
(審
)
｣

に
、｢不

服
申
立
書
の
｣

を

｢審
査
請
求
書
の
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢不
服
申
立
人
｣

を｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
、｢不

服
申
立
人
｣

を｢審
査
請
求
人
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

｢不
服
申
立
取
下
書
｣

を

｢審
査
請
求
取
下
書
｣

に
、｢不

服
申
立
人
｣

を

｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様
式
中｢不

服
申
立
人
｣

を｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢不

服
申
立
人
｣

を｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
、

｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢判

定
｣

を｢裁
決
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢不

服
申
立
人
｣

を｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
一
号
様
式
中｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢不

服
申
立
人
｣

を｢審
査
請
求
人
｣

に
、｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中｢

(不
)
｣

を｢
(審
)
｣

に
、｢判

定
に
｣

を｢裁
決
に
｣

に
、｢判

定

の
｣

を｢裁
決
の
｣

に
、｢判

定
年
月
日
｣

を｢裁
決
年
月
日
｣

に
、｢判

定
書
｣

を｢裁
決
書
｣

に
改

め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処

分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
当
該
処
分
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

３

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第

三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
四
号
中｢

第
五
十
五
条
第
四
項｣

を｢

第
五
十
五
条
第
十
一
項｣

に
改
め
る
。

第
六
条
中｢

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則｣

を｢

不
利
益
処
分
に
つ
い
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て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則｣

に
改
め
る
。

(
岐
阜
県
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

４

岐
阜
県
職
員
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中｢

第
二
条
第
二
項｣

を｢

第
三
条
第
一
項｣

に
、｢

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の

不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則｣

を

｢

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則｣

に
、

｢

第
三
条
第
一
項｣

を｢
第
六
条｣

に
改
め
る
。

人
事
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
人
事
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

一

般

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
三
十
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

第
十
六
号｣

の
下
に｢

か
ら
第
十
六
号
の
三
ま
で｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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